
四日市市上下水道局告示第２６号 

 四日市市上下水道局低入札価格調査試行要綱の一部を改正する要綱を次のように定

める。 

  平成２９年 ５月１６日 

四日市市上下水道事業管理者 倭 猛 

 

四日市市上下水道局低入札価格調査試行要綱の一部を改正する要綱  

四日市市上下水道局低入札価格調査試行要綱（平成２０年上下水道局告示第３２号）

の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

四日市市上下水道局低入札価格調査実

施要綱（平成２０年上下水道局告示第３

２号） 

四日市市上下水道局低入札価格調査試

行要綱（平成２０年上下水道局告示第３

２号） 

（目的） （目的） 

第１条  （略） 第１条  （略） 

（準用） （準用） 

第２条 低入札価格調査の施行について

は、別に定めるもののほか、四日市市低

入札価格調査実施要綱（平成２０年四日

市市告示第３６２号）の規定を準用す

る。 

第２条 低入札価格調査の施行について

は、別に定めるもののほか、四日市市低

入札価格調査試行要綱（平成２０年四日

市市告示第３６２号）の規定を準用す

る。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年６月１日から施行し、同日以降に公告する工事等に適用す

る。 

（上下水道局管理部総務課） 


